
農地・水・環境保全向上対策「申請、報告書の作成マニュアル」

申請、報告書類

基本版 （共同活動のみ）

共同活動＋営農活動
（農家の５割）

共同活動だけに取り組みます

営農活動にも
取り組みます

農家の５割
で行います

農家の３割、
面積の２割
で行います

共同活動＋営農活動
（農家の３割、面積の２割）

中山間直接支払と重複した場合
基本版 （共同活動のみ）

中山間直接支払と重複した場合
共同活動＋営農活動

（農家の５割）

中山間直接支払と重複した場合
共同活動＋営農活動

（農家の３割、面積の２割）

Ｑ
．
営
農
活
動
に
も
取
り
組
み
ま
す
か
。

Ｑ．
まとまりの
判断は農家
の５割で行
いますか。
それとも、
農家の３割、
面積の２割
で行います
か。

Ｑ．
中山間直接
支払との重
複はありま
すか。

Ｑ．
中山間直接
支払との重
複はありま
すか。

Ｑ．
中山間直接
支払との重
複はありま
すか。

重複しない

重複する

重複しない

重複する

重複しない

重複する

※ 本マニュアルは、国が示す基本的な様式の書き方であり、地域協議会によっては様式が異なることも
ありますので、実際に書類を作成する場合は、あらかじめ地域協議会や市町村に確認して下さい。

採択変更書類

共同活動で促進費対象活動に取り組む場合
は、別途書類の作成が必要となります。

採択申請内容を変更する場合。

http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO1kihon.pdf
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO2kihonchuusan.pdf
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO3kyou_ei_nou5.pdf
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO4kyou_ei_nou5chuu.pdf
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO5kyou_ei_nou3.pdf
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO6kyou_ei_nou3chuu.pdf
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO7sokusin.pdf
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/06/keikaku/pdf/NO8saitaku.pdf
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